
平成２９年度東京都在住外国人支援事業助成金交付要綱 

 

２８生都地第１２７１号 

平成２９年４月１日 

 

（趣 旨） 

第１ この要綱は、東京都在住外国人支援事業助成実施要綱（平成２０年４月２５日付２０生都

管法第７０号）の規定に基づき、平成２９年度東京都在住外国人支援事業助成の助成金交付に

関して、必要な事項を定める。 

 

（定 義） 

第２ この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

（１）助成金 

 東京都が反対給付を受けないで助成事業を行うものに交付する給付金をいう。 

（２）助成事業 

 助成金の交付の対象となる事業をいう。 

（３）助成事業者 

 助成事業を行う者をいう。 

（４）在住外国人 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく住民基本台帳に記載されており、東

京都内区市町村に居住又は通勤若しくは通学する外国人をいう。 

 

（助成事業の内容） 

第３ 助成事業の内容は、次に定める事業とする。 

（１）在住外国人の活躍促進事業 

‐在住外国人の能力発揮を促し、東京における活躍を推進する事業 

‐在住外国人の地域社会への積極的な参加促進を図る事業 

（２）コミュニケーション支援事業 

‐在住外国人が生活していく上で必要な日本語習得等を支援する事業 

‐その他言語上の課題解決を支援する事業 

（３）生活支援事業 

‐在住外国人が安心して日常生活を営むために必要な相談、学習支援、情報提供等を実

施する事業 

‐その他生活上の課題解決を支援する事業 

（４）多文化共生の意識啓発事業 

‐日本人・在住外国人双方の異文化理解を促進するとともに、お互いを尊重し、共に

支え合う意識を醸成する事業 

‐外国人に対して日本の文化・習慣・ルール等の理解を促す事業 

（５）連携事業 

 （１）から（４）までのいずれかに該当する事業内容で、複数の団体が共同又は実行委員



会若しくは実行委員会に類する団体を組織（以下「実行委員会等」という。）して実施する

ことで、地域の外国人支援ネットワークの形成や、より広域的な事業効果が期待できる事業 

 

（助成事業の要件） 

第４ 助成事業は、次に掲げる要件に適合しなければならない。 

（１）事業の主催者が自ら企画・運営する事業で、内容や実施方法が適切で十分な成果が期待で

きること。 

（２）この助成がなければ事業の実施が著しく困難であると認められること。 

（３）事業の効果が広範囲に及ぶこと。 

（４）営利を目的としていないこと。 

（５）事業が広く在住外国人等に公開されていること。 

（６）政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。 

（７）在住外国人等に対する直接的な金銭・物品等の給付又は貸付けを目的としていないこと。 

（８）実施による成果が特定の者及び組織・集団等に帰属しないこと。 

（９）交付申請時における事業費総額が５０万円以上であること。 

 

（助成事業者の要件） 

第５ 助成事業者（連携事業を行う者を除く。）は、次に掲げる要件に適合しなければならない。 

（１）公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること。 

（２）東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること。 

（３）主に都民で構成される団体であること。 

（４）３年以上の活動実績を有すること。 

（５）政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。 

（６）公序良俗に違反した活動をしていないこと。 

２ 次に掲げる団体は、この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

（２）法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等

（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団

関係者をいう。以下同じ。）に該当する者があるもの 

３ 助成事業者のうち連携事業を行う者は、次に掲げる要件に適合しなければならない。 

（１）実行委員会等が実施する場合 

 実行委員会等においては１（１）、（２）、（３）、（５）及び（６）の要件を満たすこ

と。ただし、実行委員会等を構成する団体のうち、事業を企画面・財政面等で中心となって

行う団体は１（１）から（６）までの要件を満たすこと。その他の実行委員会等の構成団体

については、１（２）、（５）及び（６）の要件を満たすこと。 

（２）複数の団体が共同して実施する場合（以下「連名による連携事業」という。） 

 連名各団体のうち第３２に定める代表団体にあっては、１（１）から（６）までの要件を

満たすこと。その他の構成団体については、１（２）、（５）及び（６）の要件を満たすこ

と。 



（助成対象事業期間） 

第６ 助成の対象とする事業期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。 

 

（助成金の額及び助成対象事業費目） 

第７ 東京都が助成する金額は、助成対象事業費の２分の１以内とする。ただし、１事業につき

５００万円を超えないものとする。 

２ 助成対象となる費目は、別表に定めるとおりとする。 

 

（助成事業の公募及び交付申請手続） 

第８ 助成事業は、広く東京都民から公募することとし、公募に際して必要な事項については、

別に定める。 

２ 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、助成金交付申請書（別記

第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、東京都知事（以下「知事」という。）に提出しな

ければならない。 

（１）事業収支予算書 

（２）申請団体調書 

（３）事業計画書 

（４）経費の積算根拠等を明らかにした見積書その他説明資料 

（５）誓約書（別記第２号様式） 

３ 知事は、２の書類のほか必要に応じて次に掲げる書類の提出を求めることができる。 

（１）定款又はこれらに準ずる規約若しくは会則 

（２）組織図、役員名簿及び会員名簿 

（３）過去２年間の事業収支決算書 

（４）当該年度（申請事業を実施する年度）の事業収支予算書 

（５）委任状（連名による連携事業の場合。第３２に定める委任手続を行った上で提出するもの

とする。） 

（６）その他、知事が必要と認めるもの 

４ 同一年度内において、複数の事業について申請することはできない。ただし、国際交流協会

は、事業分野の異なる連携事業であれば複数の事業を申請することができる。 

 

（助成金の交付決定及び通知） 

第９ 知事は、第８の規定による助成金交付申請書を受理したときは、東京都在住外国人支援事

業助成審査会の審査を経て、交付の決定を行う。 

２ 知事は、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、助成金の交付に条件を付与す

ることができる。 

３ 知事は、助成金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はそ

の条件を、助成金交付決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

４ 知事が必要と認めた場合には、申請者が第５ ２に規定する暴力団員等であるか否かの確認

のため、警視庁へ照会する。 

 



（申請の撤回） 

第１０ 申請者は、第９ ３の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金

の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受領した日の翌

日から１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

（助成金の概算払） 

第１１ 助成事業者は、第９ ３に規定する助成金交付決定通知を受けたときは、助成金概算払

を知事に請求することができる。 

  ただし、概算払請求は年１回とし、請求額はすでに実施した助成対象事業費の２分の１を上

限とする。 

２ 助成事業者は、助成金の概算払を請求しようとするときは、第１９に規定する進捗状況報告

書（別記第７号様式）と関係書類及び概算払請求書（別記第１０号様式）を知事に提出しなけ

ればならない。 

３ 知事は、進捗状況報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支払いを適当と認

めたときは、概算払するものとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１２ 知事は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたと

きは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定内容若しくはこれに付した

条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分について

は、この限りでない。 

２ １の規定による交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務及び事業に対しては、

次に掲げる経費に係る助成金を交付することができる。 

（１）助成事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２）助成事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

３ ２（１）又は（２）に掲げる経費に対する助成金の額の割合その他の交付については、１の

規定による取消しに係る助成事業についての助成金に準ずる。 

 

（公表義務） 

第１３ 助成事業者は、助成事業を実施するに当たっては、当該事業が東京都による助成事業で

ある旨を公表し、また、適当な方法により表示しなければならない。 

 

（助成金の目的外使用の禁止） 

第１４ 助成事業者は、助成金を助成事業以外の目的に使用してはならない。 

 

（名称等の変更） 

第１５ 助成事業者は、名称、所在地、代表者、印鑑等を変更した場合は、それを証する書類を

添付して、遅滞なく知事に届け出なければならない。 

 

 



（承認事項） 

第１６ 助成事業者は、次に掲げる事項の変更を行うときは、あらかじめ知事の承認を受けなけ

ればならない。ただし、助成事業の目的等に影響を及ぼさないと認められる軽微な変更につい

ては、変更内容の届出をもって代えることができる。 

（１）助成事業の内容の変更をしようとするとき。 

（２）助成事業に要する経費の総額又は経費の配分の変更をしようとするとき。 

（３）助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ あらかじめ知事の承認を得ることなく事業内容を変更し、実施した場合には、知事は、当該

助成金の交付決定を取り消すことができる。 

 

（事業内容の変更等の手続） 

第１７ 助成事業者は、第１６ １の規定により変更の承認を受けようとするときは、助成事業

の内容変更に関する承認申請書（別記第４号様式）又は助成事業の中止（廃止）に関する承認

申請書（別記第５号様式）を、事前に知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、１の申請を受理したときは、申請の内容を審査の上、その結果を助成事業の内容変

更等承認（不承認）通知書（別記第６号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

 

（事故報告等） 

第１８ 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難

となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通し等を文書により知事に報告し、その指示を

受けなければならない。 

 

（助成事業の進捗状況等の報告） 

第１９ 助成事業者は、知事から助成事業の進捗状況等について報告を求められたときは、速や

かに助成事業の進捗状況報告書（別記第７号様式）を提出しなければならない。 

 

（助成事業の遂行命令） 

第２０ 知事は、助成事業者が提出する進捗状況報告書等により、当該助成事業が交付決定の内

容に従って遂行されていないと認めるときは、助成事業者に対し、事業の遂行等に関して必要

な命令を行うことができる。 

２ 助成事業者は、１の規定による命令を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。 

 

（助成事業の実施結果の報告） 

第２１ 助成事業者は、助成事業が完了したときは、当該助成事業の完了の日から１か月以内に

助成事業実施結果報告書（別記第８号様式。以下「報告書」という。）に、関係書類を添えて

知事に提出しなければならない。 

 なお、当該事業完了の日から１か月以内の日が３月末日を越える場合は、知事が指定する日

までとする。 

 

 



（助成金の交付額の確定） 

第２２ 知事は、第２１の規定に基づく報告書が提出された場合においては、その内容等を審査

し、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付与した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書（別記第９号様式）によ

り当該助成事業者に通知した後、これを支払うものとする。 

 

（精算書の提出） 

第２３ 助成事業者は、概算払を請求しているときは、第２２に規定する助成金交付額確定通知

書を受けた後、速やかに助成金概算払精算書（別記第１１号様式）を知事に提出しなければな

らない。 

 

（是正のための措置） 

第２４ 知事は、第２２の規定による審査等の結果、助成事業の成果がこの交付の決定の内容及

びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、これらに適合させるた

めの措置を採るべきことを命ずるものとする。 

 

（助成金の交付の決定の取消し） 

第２５ 知事は、助成事業者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

（１）助成金の交付の請求につき不正の事実があった場合 

（２）助成事業を中止又は廃止した場合 

（３）助成事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合 

（４）助成事業者が第５に規定する要件に適合しなくなったと認められる場合 

（５）第３３に規定する調査等を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した場合 

（６）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従

業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至った場合 

（７）その他この要綱に違反したと認められる場合 

２ １の規定は、交付する助成金の額が確定した後においても適用があるものとする。 

３ 知事は、１の規定による取消しをしたときは、速やかに助成事業者に通知する。 

 

（助成金の返還） 

第２６ 知事は、第２５の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるもの

とする。 

２ 第２２の規定により助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその

額を超える助成金が交付されているときも、また同様とする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２７ 助成事業者は、第２６の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る

助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき、年１０．９５パー



セントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならな

い。 

２ 助成事業者は、助成金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日

の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で

計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ 知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、助成事業者の申請に基づき当該違約加算

金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（違約加算金の計算） 

第２８ 助成金が、２回に分けて交付されている場合における第２７ １の規定の適用について

は、返還を命じた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命

じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、

それぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 第２７ １の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した金

額が返還を命じた額に達するまでは、その納付の金額は、まず、当該返還を命じた助成金の額

に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第２９ 第２７ ２の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未

納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基

礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（経費区分及び帳簿等の整理保管） 

第３０ 助成事業者は、助成事業に関する経理については、他の経費と区分し、収入及び支出を

明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、助成事業完

了の日の属する年度の終了後、５年間保管しなければならない。 

 

(財産処分の制限) 

第３１ 助成事業者が助成事業により取得し、または効用を増加した財産を、助成金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらか

じめ知事の承認を受けさせなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額または当

該財産の耐用年数を勘案して別に知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

 

（連名による連携事業の代表団体への委任） 

第３２ 連名による連携事業の実施に関する次の事項については、実施者の構成団体の中から団

体間で代表団体を定めて委任手続を行う。 

（１）申請後の交付・不交付決定通知の受理 

（２）簡易な届出 

（３）進捗状況報告 

（４）助成交付請求手続及び助成金の受領 



（調査等） 

第３３ 知事は、助成事業の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、東京都職員

をして助成事業者の事務所等において、直接、帳簿書類等を調査させ、又は関係者に質問させ

ることができる。 

 

（その他） 

第３４ この助成金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、東京都補助金等交付規則

（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによる。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表（第７関係）助成対象事業費目 

補助員費、謝礼、印刷費、資材・教材費、通信運搬費、会場費、その他都が必要と認め

る経費 

注１）事務局費等の団体運営に関する経費は助成対象としない。 

注２）本表に掲げる助成対象費目であっても、事業内容により助成の対象とならない場合があ

る。 

 


